
１ 地域で支え合う安全・安心なまち （１）地域防災力の向上

防災対策事業

事業の目的

事業の概要

根拠法令：災害対策基本法、水防法、武力攻撃事態等における国民保護の
ための措置に関する法律 ほか

関連計画：岩見沢市地域防災計画、岩見沢市国民保護計画
岩見沢市強靭化計画、岩見沢市総合戦略 総務部防災対策室

災害から市民の生命・財産を守り、安全かつ安心して暮らすことができる災害に強いまちづくりを進めます。

防災訓練や出前講座、自主防災組織への支援を通して地域防災による防災・減災を推進するほか、災害時における速
やかな情報発信を行うとともに、避難所生活や被災者の速やかな生活再建へ向けた取組みを進めます。

令和８年度予算額 ３，１４８万円

【事業の経過】
平成25年度 ・緊急告知FMラジオ整備事業の開始
平成26年度 ・避難行動要支援者制度の開始

・市民参加の防災訓練〔体験型〕の開始
平成28年度 ・市民防災ガイドブックの配布

・業務継続計画（BCP）の策定
平成30年度 ・防災活動支援補助制度による自主防災組織等への

支援開始
令和 元年度 ・防災有資格者連絡会議の開催

・避難所の電源対策及び町会等へのポータブル発電
機の無償貸与

令和 ２ 年度 ・被災者生活再建システムの導入
・避難所におけるペット避難ガイドラインの策定

令和 ３ 年度 ・洪水ハザードマップのリニューアル
令和 ４ 年度 ・小中学校を対象とした防災チャレンジの開始
令和 ５ 年度 ・避難行動要支援者制度の見直し
令和 ６ 年度 ・洪水ハザードマップを防災マップにリニューアル

≪緊急告知FMラジオと岩見沢市メールサービスの普及状況≫

地域防災の推進

備蓄品・資機材の整備

市民への情報伝達手段の普及

町会・自治会等への出前講座や小中学校に
おける防災チャレンジなどの防災教育を充実
させ、市民の防災意識の向上を図るとともに、
自主防災組織に対する補助制度や防災有資格
者連絡会議の開催及び市民参加の防災訓練の
実施により、地域に根付く方々による地域防
災の推進を図ります。

安心して避難所に避難することができるよ
う、避難所生活における必要な備蓄品や資機
材を整備し、いつ発生するかわからない災害
に備えます。

エフエムはまなすを通じ災害に関する情報
発信を行うほか、出前講座や各種イベントで
の岩見沢市メールサービスの普及・啓発を図
ります。
また、災害時に確実に情報を伝達するため、

新しい防災気象情報に対応したJアラート新
型受信機への更新や高齢者や障がい者、社会
福祉施設等へ、緊急告知ＦＭラジオの無償貸
与を実施するとともに、岩見沢市メールサー
ビスやSNSを活用した情報発信の多重化を図
ります。

プライバシーテント

小中学校における防災教育
（防災チャレンジ）区分 R4 R5 R6 R7

※12月末現在

緊急告知
FMラジオ

無償貸与等 4,597台 4,769台 4,925台 4,829台

一般販売 2,063台 2,085台 2,085台 2,085台

普及率 15.21% 15.78% 16.31% 16.20%

岩見沢市
メールサービス

登録者数 5,281人 5,609人 5,７１０人 5,８99人

市民参加による防災訓練
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１ 地域で支え合う安全・安心なまち （２）総合的な雪対策の推進

高齢者・障がい者の冬のくらし支援事業
事業の目的

事業の概要

自力での除排雪が困難な高齢者等の世帯に対し、冬期間における日常生活の安全確保を図ります。

岩見沢市社会福祉協議会と連携し、地域（町会等）の除雪ボランティア活動を支援するとともに、屋根の雪下ろしや
間口除雪等を自力で行うことが困難な高齢者世帯等に費用の一部を助成します。

根拠法令：岩見沢市高齢者世帯等冬のくらし支援事業実施要綱
町会等除雪ボランティア支援事業実施取扱要領

関連計画：岩見沢市地域福祉計画、岩見沢市高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画、岩見沢市総合戦略

令和８年度予算額 ２，７７７万円

健康福祉部高齢介護課

新
規
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充
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更

２

事業開始年度 平成4年度

【経過】
平成 4年度 地域除排雪活動支援事業開始
平成24年度 冬のくらし支援事業 雪下ろし助成開始
平成30年度 〃 間口除雪助成開始
令和 元年度 〃 定期排雪助成開始

対象世帯
市内の一戸建て住宅に住む、次の①～②のすべてに該当する世帯
①市民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯
②世帯構成が高齢者世帯、障がい者世帯のいずれかに該当
・高齢者世帯……世帯の全員が70歳以上の世帯
・障がい者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを

お持ちの方がいる世帯
※70歳未満でも、病気・けがにより除雪ができない方は助成対象
（市民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯が対象）

対象世帯 高齢者の独居、寝たきり、認知症、身体障がい者等の世帯で、
自力での除雪が困難な世帯（町会等が判断）

支援の内容 町会等が実施する除雪ボランティアへの支援

雪下ろし助成

町会等除雪ボランティア

町会等除雪ボランティア支援

冬のくらし支援

R8予算額 609万円

R8予算額 1,834万円

事業実績

冬のくらし支援 助成件数 町会等除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援

雪下ろし 間口除雪 定期排雪 町会数 世帯数

R5 198 494 65 158 1,076

R6 341 515 61 159 1,016

R7
(見込)

289 502 63 160 987

R8
(予算)

380 530 60 160 1,050

定期排雪助成

間口除雪助成

項目 雪下ろし助成 間口除雪助成 定期排雪助成

事
業
者
と
の
契
約

方式 単発契約 シーズン契約 シーズン契約

対象
作業

・雪下ろし作業
・雪下ろし後の運搬

排雪
・屋根から自然に落

ちた雪の運搬排雪

・道路除雪後の間口の
置き雪などの処理

・自宅敷地内で処理で
きなくなった場合の運
搬排雪

・運搬排雪
（10回以上のシーズン契約）
※ｼｭｰｲﾁ排雪、ｼｰｽﾞﾝ排雪

（事業者によるｻｰﾋﾞｽ名）も
含む

市
の
助
成

割合 １／２ １／３ １／３

上限 ２万円（１回あたり） ２万円（１シーズン） １万５千円（１シーズン）

利用回数：上限２回
間口除雪助成と定期排雪助成は、どちらか一方しか
利用できません

その他



大型ロータリ除雪車

R1 R2 R3 R4 R5 R６

大型ロータリ除雪車 12 1３(1) 1３ 1３ 1３ 1３

小型ロータリ除雪車 7 7 7 7 7 7

除雪ドーザ 8 8 8 9(1) 9 9

グレーダー 2 2 2 2 2 2

除雪専用車 9 9 9 9 9 9

ダンプトラック 6 6 6 6 6 6

合計 44 44 4５ 46 46 46

R1 R2 R3 R４ R5 R６

予算額 1,412 1,432 １,３５７ 1,493 1,706 1,700

決算額 945 2,662 1,857 1,942 1,956 2,190

降雪量 504 ９４４ ６６９ 611 603 666

最大積雪深 52 205 １５５ 140 113 149

１ 地域で支え合う安全・安心なまち （２）総合的な雪対策の推進

除排雪事業
事業の目的

事業の概要

根拠法令：道路法、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する
特別措置法

関連計画： 建設部土木課

冬期間の除排雪体制を整え、迅速な道路除排雪を行うことで、安全な交通の確保を図ります。

迅速かつ機動的な除排雪体制の確保のため、除排雪機械の計画的な更新を進めるとともに、地域や事業者との連携を
強化し、総合的な雪対策を推進します。

令和８年度予算額 １６億５，１８１万円

地域との協働

【地域自主排雪支援】 町会単位での生活道路の運搬排雪に対して、大型ロータリ、
除雪ドーザ、交通誘導員を支援

道路除排雪

令和８年度道路除排雪計画
【道路除雪延長】 96１km   【歩道除雪延長】 14１km
【運搬排雪延長】 90km   【市民雪堆積場】 ４か所
【除排雪用機械更新】１台

総合的な雪対策

岩見沢市では、全庁体制で「総合的な雪対策」に取り組んでおり、道
路除排雪に加え、地域との協働による取組などの充実を図っています。

【予算・決算・降雪量実績】 【単位：百万円、cm】

【除雪機械車両整備実績】( )は更新分 【単位：台】

【中心商店街除雪事業】商工会議所が中心となり、「岩見沢中心商店街除雪協議会」
を設置し、地元負担金を財源に加えることで、区域内の道道と
市道の排雪をグレードアップする事業

自主排雪作業中自主排雪作業前 自主排雪作業後
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道路除雪 運搬排雪



事業の目的

事業の概要

根拠法令：消防法・消防力の整備指針、市町村の消防の広域化に関する基本指針

関連計画：高機能消防指令センター・消防救急デジタル無線更新整備計画
南空知管内5消防本部における消防の連携・協力実施計画

119番通報受信時に災害地点を迅速に特定し、出動指令を伝達する機能を維持することで住民の安全安心を確保します。

南空知管内5消防本部の消防指令業務を一元化した高機能消防共同指令センターを整備することにより、火災や救急な
どの災害対応を効率的かつ迅速に対応する体制をつくります。

令和８年度予算額

平成27年度に消防救急デジタル無線、平成29年度に高機能消防指令
センターを整備し、消防力等の強化を図ってきました。
機能を維持するためには構成機器の更新が必要なため、119番通報の

受信や出動指令、無線システムの安定稼働及び長寿命化を図ると共に、
部分更新する機器の拡張機能を生かすことにより、長期にわたり整備・
運用経費の削減が見込める近隣消防との共同運用を検討してきました。
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事業開始年度 令和６年度

岩見沢地区消防事務組合消防通信指令施設整備事業

消防事務組合

令和８年度整備

高機能消防指令センター指令台系、車両動態システム系の更新

【全体事業費】 5億3，593万円
岩見沢地区消防事務組合が一括契約し、経費の支出を行います。

４消防本部の共通経費負担分と個別経費負担分は負担金として歳入で受け入れます。

《負担内訳》
●岩見沢地区・・・・・1億8,953万円

組合共通経費・・・・・・・・６，109万円
岩見沢市：5,594万円（91.57%）
月 形 町： 515万円（ 8.43%）

岩見沢市単独経費・・・1億1，669万円
月形町単独経費・・・・・・ 1，175万円

●４消防本部・・・・・ ３億4，640万円

令和6年度 高機能消防指令センターサーバー系更新（単独整備）
令和7年度 消防救急デジタル無線システム更新（単独整備）

【整備内容】
指令台、指令制御装置、非常用指令設備、映像制御装置、署所端末装置、

出動車両運用端末装置等の更新を行います。

１ 地域で支え合う安全・安心なまち （３）消防・救急体制の充実

４

５億３,５９３万円

令和7年5月 南空知管内5消防本部連携・協力の検討に関する覚書締結
検討委員会の設置、作業部会の設置

令和8年1月 構成団体の長による合意書の締結
3月 法定協議会の設置
4月 いわみざわ消防共同指令センター整備開始

令和9年4月 いわみざわ消防共同指令センター運用開始

① 岩見沢地区消防事務組合
（岩見沢市、月形町）

② 南空知消防組合
（栗山町、長沼町、南幌町、由仁町）

③ 美唄市
④ 三笠市
⑤ 夕張市

事業の経過

整備状況

共同化スケジュール

連携・協力を行う地域

岩見沢市

月形町

美唄市

三笠市

夕張市
栗山町

由仁町長沼町

南幌町



事業の目的

事業の概要

根拠法令：消防法・消防力の整備指針

関連計画：第二次車両整備計画

さまざまな災害に対応するための消防力等の強化を図ります。

消防車両を年次計画で更新し、消防力の強化を図ります。

6，941万円

新
規

拡
充

変
更岩見沢地区消防事務組合消防車両整備事業

消防事務組合

１ 地域で支え合う安全・安心なまち （３）消防・救急体制の充実

事業開始年度 平成３０年度

【見直し等の経過】
平成３０年度 第一次車両整備計画を策定（令和４年度まで）
令和 ５年度 第二次車両整備計画に移行（令和９年度まで）

【整備状況】
平成 ３０年度 水槽付消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車
令和 元年度 はしご付消防自動車
令和 ２ 年度 資機材搬送車
令和 ３ 年度 高規格救急自動車
令和 ４～５年度 救助工作車
令和 ６～７年度 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車

岩見沢署車両名 台数

水槽付消防ポンプ自動車 10台

消防ポンプ自動車 2台

化学車 1台

はしご車 1台

指揮車 1台

救助工作車 1台

救急車 5台

その他の車両 8台

計 29台

岩見沢消防団車両名 台数

小型動力ポンプ付積載車 23台

消防ポンプ自動車 5台

その他の車両 1台

計 29台

岩見沢署及び岩見沢消防団の車両 （令和8年1月末現在）

令和７～８年度 整備対象消防車両

更新車両イメージ

５

令和７年度予算額令和８年度予算額 ８,４６９万円

小型動力ポンプ付水槽車（大型水槽車）

最新鋭の装置により安全性、静音性、
環境性能、災害対応能力が向上します。

・小型動力ポンプをガソリンエンジン搭載モデルに変更

・エンジンの動力を利用した発電システム付照明装置を
搭載

※令和7～8年度の2か年事業

【事業費】 6,490万円
令和7年度 契約、令和8年度 納車

小型動力ポンプ付積載車

更新車両イメージ

【事業費】 1,979万円

最新鋭の装置により消防団の機能強化と消防力の増強を図ります。

・ミッションをMTからATに更新、衝突回避
システム、誤発進抑制装置、車両安定制御
システム等、各種安全性能を標準装備する
ことで、安全走行が可能

・ヘッドライトのＬＥＤ化により視認性が向上

令和8年度 整備対象消防車両



１ 地域で支え合う安全・安心なまち （４）安全・安心な生活環境の確保

交通安全対策事業
事業の目的

事業の概要

交通事故防止のため総合的な交通安全対策に取り組み、幼児から高齢者に対する交通安全教育の充実を図ります。

交通安全運動を推進するため、年代に応じた交通安全教室を開催するとともに、交通指導員等による交通安全指導や
啓発活動などを実施します。

根拠法令：岩見沢市交通安全指導員設置要綱
関連計画：岩見沢市交通安全計画

令和８年度予算額

事業開始年度 平成２５年度

【事業の経過】
平成２７年度～ 年長の園児に対し、就学前の交通安全教室を実施

１，６４０万円

市民環境部市民連携室

交通安全教室開催状況（4月～3月） （単位：回、人）

（単位：件、人）市内交通事故状況（1月～12月）

交通道徳の向上と交通事故の防止を図るため、全国、全道的な
交通安全運動と連携し、市民の安全確保に努めます。

交通安全指導員による交通安全指導・啓発活動、
児童交通安全指導員による、通学時の安全確保
のための交通安全指導を実施

交通安全市民の集いの開催（９月末）など、警
察との協働による交通安全啓発の実施

町会からの要請により、交通安全啓発看板の
作成

大型店店舗前等での街頭啓発活動（年6回）、
無料自転車安全点検（年1回）の実施。

交通安全推進委員会

交通安全指導員・児童交通安全指導員

交通安全啓発活動

保育園、幼稚園、小学校、中学校及び町
会等からの要請により、交通安全教室を
開催

交通安全教室

新
規

拡
充
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６

区 分 R2 R3 R4 R5 R6

園 児
回数 13 17 30 34 34

人数 893 1,526 1,934 2,021 2,048

小中学生
回数 4 9 13 10 11

人数 289 1,282 1,872 1,489 1,688

高齢者
回数 1 1 3 2 1

人数 20 15 36 32 12

その他
回数 0 2 1 2 0

人数 0 33 37 73 0

計
回数 18 29 47 48 46

人数 1,202 2,856 3,879 3,615 3,748

区 分 R2 R3 R4 R5 R6

発生件数 125 145 148 163 127

傷者数 153 168 178 191 155

死者数 1 2 0 3 2



１ 地域で支え合う安全・安心なまち （４）安全・安心な生活環境の確保

消費生活安定向上事業
事業の目的

事業の概要

消費者被害の未然防止及び消費者被害の救済により、安全で安心な市民の消費生活の確保を図ります。

消費者センターを核として消費者被害の防止に努めるほか、消費者啓発の充実など、消費者の自立支援と消費者
相談の体制強化に努めます。

根拠法令：消費者基本法
岩見沢市消費者センターの組織及び運営等に関する条例

関連計画：

令和８年度予算額

事業開始年度 平成２５年度
【事業の経過】

出前講座の実施

消費者センター

巡回啓発展示や街頭啓発

相談及び苦情等の処理

消費者被害の救済

消費者被害救済のための相談窓口として、消費者センター
を設置しています。
消費者センターの相談業務は、消費者安全法における専門
知識を有する会員が複数在籍している岩見沢消費者協会が担
当しています。

市民環境部市民連携室

６４９万円

新
規

拡
充

変
更

平成２９年度 利用者の利便性を考慮し、であえーる駐車場ビル
から「であえーる４階」に移転。

７

令和６年度 相談受付状況

◆相談件数 303件 うち商品・役務別相談件数（上位10位）

商品一般 31件 役務その他 12件

健康食品 26件 レンタル・リース・賃借 11件

化粧品 15件 自動車 11件

インターネット通信サービス 14件 戸建住宅 10件

移動通信サービス 13件 書籍・印刷物 8件



１ 地域で支え合う安全・安心なまち （５）地域コミュニティの活性化

町会活動促進事業

事業の目的

事業の概要

根拠法令：

関連計画：

地域課題の解決によりコミュニティづくりの活性化・意識高揚を図り、良好な地域社会を形成します。

町会・自治会の活動拠点である町会会館のＬＥＤ化やエアコン設置、改修・解体等に対する補助や町会・自治会の
行政回覧実施に対する支援、岩見沢市町会連合会への補助を行います。

行政事務連絡等交付金

令和８年度予算額

市民環境部市民連携室

●町会会館建築等補助金

●町会活動補助 予算の状況

区 分 R５年度 R６年度 R７年度

町会会館建築等補助金 13,146 12,314 9,586

行政事務連絡等交付金 12,285 12,150 12,060

町会連合会補助金 １,119 １,110 １,104

計 ２６,５５０ ２５,５７４ ２２,７５０

（単位：千円）

新
規

拡
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○

８

２，４９１万円

暑さ対策を支援

町会連合会補助金

令和８年度予算額 １，３９２千円
・岩見沢市における町会等の連合組織が行う地域自治活動の円滑
化を図るため、岩見沢市町会連合会の運営費を支援

・岩見沢市町会連合会創立６０周年記念事業への支援

令和８年度予算額 １１，８８０千円
・地域住民に対する行政の事務連絡・周知・啓発等の実施にあたっ
て、町会・自治会の回覧を利用することに伴う交付金

令和８年度予算額 １１，４５０千円
・町会・自治会の活動拠点である町会会館の照明設備のLED化や
エアコン設置、改修・解体、敷地賃借に係る費用を補助

補助区分 件数 R８予算額

照明のLED化 ２件 4９８千円

エアコンの設置 ７件 ５,２７１千円

改修・解体 ７件 ３,０22千円

敷地賃借 １２件 ２，６５９千円

省エネ化を支援

岩見沢市
町会連合会

町会・自治会

町会会館建築等補助金

行政事務連絡等交付金

町会連合会補助金

活動拠点の整備

市との連携、連絡・調整

岩
見
沢
市

回覧等による情報共有

親睦
・

連携

加入
・

参加

●町会活動補助の概要



事業の目的

事業の概要

男女共同参画社会の実現に向け、市民と行政の協働により男女共同参画の意識づくりを図ります。

男女共同参画やDV防止、困難女性支援、性の多様性にかかる各種啓発活動や情報発信に努めます。また、第３次いわみざわ男女
共同参画実践プランの中間見直しに基づき、各種啓発活動や情報提供、配偶者等からの暴力の防止の取組みを進めます。

根拠法令：男女共同参画社会基本法、配偶者暴力防止法、
女性活躍推進法

関連計画：第５次男女共同参画基本計画（国）
第３次北海道男女平等参画基本計画
第3次いわみざわ男女共同参画実践プラン

事業開始年度 平成14年度

【事業の経過】
令和２年度 第3次いわみざわ男女共同参画実践プラン策定
令和３年度 生理の貧困対策事業開始
令和４年度 岩見沢市パートナーシップ宣誓制度導入
令和６年度 第3次いわみざわ男女共同参画実践プラン

中間見直しに向けたアンケート調査（市民・企業）
令和７年度 第3次いわみざわ男女共同参画実践プラン中間見直し

第２次いわみざわ
男女共同参画実践プラン
（ 2012 ～2021年度）

女性活躍推進法に
基づく計画

配偶者暴力防止法に
基づく計画

市の審議会等における女性委員の比率（各年4月1日現在） （単位：％、人）

第３次いわみざわ男女共同参画実践プランのイメージ

男女共同参画の推進

１ 地域で支え合う安全・安心なまち （６）男女共同参画社会の実現

男女共同参画社会推進事業

令和８年度予算額 ５０５万円

市民環境部市民連携室

性の多様性への理解促進

配偶者等からの暴力（ＤＶ）防止及び困難女性支援への取組み

生理の貧困問題への支援

社会情勢の変化 個別施策の見直し

区 分 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7
実践プラン
目標値

女性委員の比率 28.2 30.3 32.0 40.0

女性委員数 118 128 128 －

総委員数 418 422 400 －

➢ 市民フォーラムや講座の開催、男女共同参画情報誌の発行等の
啓発活動を通じて、固定的な性別役割分担意識の解消やワー
ク・ライフ・バランスの実現を目指します。

➢ 男女共同参画推進企業を認定する制度の導入や、市内企業や
農業団体等と連携し、女性リーダー育成などの取り組みを推進
します。

➢ 出前講座の実施や啓発パネル展の開催を通じて、暴力根絶に向けた意識
啓発を図ります。

➢ 出前講座等の開催や、性の多様性に関するガイドラインの配布を通じ
た理解促進を図ります。

➢ 令和4年度に導入したパートナーシップ制度について市民
の理解が広がるように周知を図ります。

➢ 経済的事情等により生理用品の確保が困難な方へ
無料で配布を行うとともに、様々な不安を抱える女性
に対する相談支援を行います。
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９

➢ 支援調整会議を設置し、関係各課と連携を図ります。

「困難を抱える女性への支援に関する法律」施行

第３次いわみざわ男女共同参画実践プラン
（計画期間：2021～2030年度) 

第３次いわみざわ男女共同参画実践プラン
中間見直し版（計画期間：2026～2030年度) 

➢ 女性相談支援員を新たに配置し、相談者の自立に向け
て、支援制度や手続きの情報提供、専門機関の紹介、助
言を行います。（新規）


